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人事行政の運営等の状況をお知らせします。 

 

東埼玉資源環境組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づ

き、平成２９年度の人事行政の運営等の状況について公表します。 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 

⑴ 職員数の推移（再任用短時間勤務職員は除く） 
 

平成２７年度 

（H27.4.1） 

平成２８年度 

（H28.4.1） 

平成２９年度 

（H29.4.1） 

平成３０年度 

（H30.4.1） 

４８人 ４７人 ４９人 ４７人 

 

⑵ 職員の採用の状況 

     当組合の職員は、組合市町からの派遣職員で構成されており、独

自の採用は行っておりません。 

 

⑶ 職位別任用状況 

     平成３０年４月１日現在、副課長相当職以上の管理職員は、１２

人です。 

 

⑷ 職員の退職の状況 

    平成２９年度中の退職者は４人でした。 
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⑸ 級別職員数の状況(平成３０年４月１日現在、再任用短時間勤務職

員は除く) 

一般行政職 
 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

８級 事務局長、参事    １人   ２．６％ 

７級 次長、副参事    ０人   ０．０％ 

６級 課長、調整幹    ９人  ２３．７％ 

５級 副課長    ２人   ５．３％ 

４級 主幹   １３人  ３４．２％ 

３級 主査    ２人   ５．３％ 

２級 主任    １人   ２．６％ 

１級 主事、技師   １０人  ２６．３％ 

計   ３８人 － 

※構成比は、小数点以下第２位を四捨五入して小数点以下第１位までを

表示しているため、合計が１００％にならない場合があります。  

現業職 
 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

４級 職長    ０人  ０．０％ 

３級 
技能主査、 

統括技能主任 
   ３人 ３３．３％ 

２級 
技能主任、 

運転業務主任 
   ５人 ５５．６％ 

１級 
技能員、 

自動車運転手 
   １人 １１．１％ 

計    ９人 － 
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⑹ 職員の再任用の状況 

再任用職員とは、高齢者雇用の推進等のため、定年退職者等のうち

改めて採用される職員であり、地方公務員法第２８条の４の規定によ

り採用される常時勤務職員と、同法第２８条の５の規定により採用さ

れる短時間勤務職員がいます。 
 

区分 
平成２９年度

(H29.4.1) 

平成３０年度

(H30.4.1) 

常 時 勤 務 １人 ２人 

短時間勤務 ４人 ５人 

 

⑺ 職種別職員の状況（再任用短時間職員は除く） 
   

職種 
平成２９年度 

(H29.4.1) 

平成３０年度 

(H30.4.1) 
増減 

事務職員   １７人   １７人 ０人 

技術職員   ２３人   ２１人 ▲２人 

技能職員    ９人    ９人  ０人 

計   ４９人   ４７人 ▲２人 
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２ 職員の給与の状況 

 

⑴ 職員給与費の状況（平成２９年度当組合会計決算、再任用職員は除く） 

 

職員数 

（A） 

(H29.4.1) 

給与費 １人当たり 

給与費 

（Ｂ／Ａ) 
給料 職員手当 

期末・勤勉 

手当 

合計 

(Ｂ) 

48 人 
204,316 

千円 

40,691 

 千円 

88,650 

千円 

333,657 

千円 

6,951 

  千円 

※職員手当には、退職手当は含みません。  

※再任用職員（常時勤務職員を含む）を除いているため、職員数は「１ 職

員の任免及び職員数に関する状況」とは一致しません。  

 

 ⑵ 職員の平均年齢及び平均給料月額の状況（平成３０年４月１日現在、

再任用職員は除く） 

  

区  分 平均年齢 平均給料月額 

行政職（事務職員、技術職員） ４４.２歳 ３５１,１５７円 

現業職 ４６.１歳 ３３４,６６７円 

 

 ⑶ 職員の初任給の状況（平成３０年４月１日現在） 

 

区分 一般行政職 

高校卒 １５６,８００円 

大学卒 １８５,８００円 

※行政職給料表適用者 
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⑷ 特別職の報酬などの状況（平成３０年４月１日現在） 

 

職名 月 額 期末手当 

議 長 43,400 円 

４．４０月分 副議長 38,700 円 

議 員 37,600 円 

     

職名 月 額 期末手当 

管理者 105,200 円 

４．４０月分 理 事 87,500 円 

副管理者 782,000 円 

 

職名 月 額 

監査委員 
識見を有するもの 30,000 円 

議会選出 15,000 円 

 

 職名 年 額 

公平委員会 
委員長 50,900 円 

委員 40,500 円 
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⑸ 職員手当の状況 

手当の種類 
主な内容 

(平成３０年４月１日現在、記載金額は月額) 

平成２９年度

支給実績 

扶養手当 
配偶者 10,000 円、子 8,000 円、父母等6,500円、 

特定の加算 5,000 円 （※１） 

5,040 

千円 

地域手当 給料及び扶養手当の月額合計の６％ 
12,561 

千円 

住居手当 

〇 借家・賃貸等の場合 

(家賃額－23,000 円)×１/２＋11,000 円 

※27,000円を限度 

〇 新築・購入から５年以内  5,500円 

〇 上記以外  4,000円 

4,841 

千円 

通勤手当 

〇 交通機関 

  ６か月定期等の最も経済的な額 

〇 自動車等 

   使用距離に応じ3,800 円～31,600 円 

                                ※あわせて 55,000円を限度 

3,457 

千円 

特殊勤務手当 

著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊

な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料

で考慮することが適当でないと認められる勤務に従事する職員

に対し、その勤務の特殊性に応じて支給。 

〇 特殊現場作業手当 

焼却炉、ボイラー、煙道、溶融炉その他の規則で定める設備に

おいて、保守点検に従事した職員に対し支給   360円/日 

51 

千円 

超過勤務手当 

(休日給含む) 

勤務日 勤務を要しない日 休 日 

･5時～ 

始業時間 

･終業時間 

～22時 

･0時 

～5時 

･22時 

～24時 

 

5時 

～22時 

･0時 

～5時 

･22時 

～24時 

 

正規の 

勤務時間 

125/100 150/100 135/100 160/100 135/100 

個人ごとの時間単価に上記率を乗じて支給 

8,163 

千円 

管理職手当 

事務局長 75,000円、参事65,000円、次長    60,000円、 

副参事  55,000円、課長50,000円、調整幹45,000円、 

副課長  40,000円 

6,578 

千円 

期末・勤勉 

手当 

〇  6 月期 期末手当 1.225月分、勤勉手当 0.9月分 

〇 12 月期 期末手当 1.375月分、勤勉手当 0.9月分 

88,650 

千円 

退職手当 

区 分 勤続20年 勤続25年 勤続35年 

普通 20.445月分 29.145月分 41.325月分 

定年・勧奨 25.55625月分 34.5825月分 49.59月分 

上記の率を基準として支給 

(埼玉県市町

村 総 合 事 務

組 合 か ら 同

組 合 条 例 に

基づき支給 ) 

  ※１ 扶養親族としての子のうち、満１５歳から満２２歳の子がいる場合に行うも  

  のです。 
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３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況  

  

⑴ 勤務時間 

職員の勤務時間は、東埼玉資源環境組合就業規則により、一週間あた

り３８時間４５分と定められており、原則、毎週月曜日から金曜日まで

の、午前８時３０分から午後５時１５分までの勤務となっております

（うち休憩時間１時間）。 

 

 ⑵ 休 暇 

職員の休暇は、東埼玉資源環境組合職員の勤務時間、休日及び休暇に

関する条例により、年次休暇、特別休暇、介護休暇、病気休暇、組合休

暇が定められており、それぞれの概要及び取得状況は次のとおりです。 

 

区 分 内    容 
職員１人あたりの平均取得 

日数(平成２９年度) 

年次休暇 
１年度について 20 日受けられる有給の 

休暇 
15.5 日 

特別休暇 

特別の事由により職員が勤務しないこと 

が相当である場合に認められる有給の 

休暇 

8.9 日 

(うち夏季特別休暇 8 日) 

※１ 

介護休暇 

配偶者、子、職員又は配偶者の父母など 

の親族で負傷、疾病又は老齢により２週 

間以上にわたり日常生活を営むのに支障 

がある者の介護をするため、勤務しない 

ことが相当であると認められる場合にお 

ける無給の休暇 

0 日 

／ 取得者 0 人 

病気休暇 

職員が負傷又は疾病のため療養する必要 

があり、勤務しないことがやむを得ない 

と認められる場合における有給の休暇 

0 日(公病休) 

／ 取得者 0 人 

31.2 日(私病休) 

／ 取得者 9 人 

組合休暇 
職員団体の業務又は活動に従事するため 

に認められる無給の休暇 

0 日 

／ 取得者 0 人 
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※１ 夏季特別休暇以外の特別休暇取得内訳   

内  容 取得者数 

産前・産後休暇 

出産予定日８週間(多胎妊娠の場合には１６週間)前から産後

８週間を経過するまでの期間 

０人 

忌引休暇 ５人 

子の看護休暇 

中学校修了までの子の看護のために１年度に５日 (中学校修

了までの子が２人以上いる場合は１０日) 

３人 

妻の出産補助休暇 

妻の出産に伴う付き添いや出産にかかる入院中の世話、子の

出生届等という事由により１年度に３日 

２人 

男性職員の育児参加のための休暇 

妻の出産予定日８週間(多胎妊娠の場合は１６週間)前から産

後８週間を経過するまでの期間において、夫である男性職員が

子の養育をするために１年度に５日 

１人 

短期介護休暇 

１年度において５日(要介護者が２人以上いる場合は１０日) 
１人 

その他 

結婚休暇等 
３人 
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⑶ 育児休業等の取得状況 

育児休業とは、職員が任命権者の承認を受けて、３歳に満たない子を

養育するため、子が３歳に達する日までの期間を限度として、職務に従

事しないことを認める制度です。育児休業を受けている期間について

は、給与は支給されません。なお、平成２９年度に育児休業を取得した

職員は１人でした。 

また、職員が任命権者の承認を受けて、小学校就学前の子を養育する

ため、１日の勤務時間の一部（２時間を限度）について勤務しないこと

ができる部分休業、及び１週間の勤務時間よりも短い時間で勤務する

ことができる育児短時間勤務の制度があります。休業した期間の給与

は減額されます。なお、平成２９年度に部分休業を取得した職員は１人、 

 育児短時間勤務の制度を利用した職員は１人でした。 

 

⑷ 時間外勤務(超過勤務)の状況 

時間外勤務とは、公務のため臨時の必要がある場合等において、あら

かじめ割り振られた正規の勤務時間を超える勤務及び週休日の勤務を

いい、平成２９年度の職員 1 人あたりの時間外勤務の月平均時間は、

６．８時間、年平均時間は、８２．１時間です。また、四半期ごとの状

況は下表のとおりです。 

 

 項目 
第１四半期 

4 月～6 月 

第２四半期 

7 月～9 月 

第３四半期 

10 月～12 月 

第４四半期 

１月～３月 

職員１人当

たりの平均

時間(月) 

５．７ ５．０ １０．０ ６．６ 
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４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 
  

⑴   分限処分の状況 

分限処分とは、地方公務員法第２８条に基づき、公務の能率を維持し

適正な運営を確保することを目的として、職員がその職責を十分に果

たすことができない場合に、降任、免職及び休職という、職員の意に反

して行う不利益な身分上の変動をもたらす処分のことです。  

平成２９年度については、降任及び免職処分はありませんでしたが、

地方公務員法第２８条第２項第１号「心身の故障のため、長期の休養を

要する場合」により、２人を休職処分としました。 

   

⑵   懲戒処分の状況 

懲戒処分とは、地方公務員法第２９条に基づき、公務規律の確保を目

的として、関係法令等に違反する行為や信用を失墜する行為を行った

職員、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった職員に対し、道

義的責任を追及し制裁を科す処分のことで、種類としては、戒告、減給、

停職、免職があります。平成２９年度については、懲戒処分はありませ

んでした。 
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５ 職員の服務の状況 
  

⑴ 職員の守るべき義務の概要 

地方公務員法第３０条は、服務の根本基準として「すべての職員は、

全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当

たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定してい

ます。この根本基準の趣旨を具体的に実現するため同法は職員に対し

法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（同法第３２条）、信用失墜

行為の禁止（同法第３３条）、秘密を守る義務（同法第３４条）、職務に

専念する義務（同法第３５条）など、服務上の強い制約を課しています。 

 

⑵ 職務専念義務免除の状況 

地方公務員法第３５条により、職員は、法律又は条例に特別の定めが

ある場合のほかは、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその

職責遂行のために用いなければなりません。ただし、職務に専念する義

務の特例に関する条例及び規則により、研修を受ける場合や厚生事業

に参加する場合等に、任命権者の承認を得て、職務専念義務が免除され

ることがあります。 

平成２９年度については、１０件の職務専念義務の免除がありました。 
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６ 職員の研修の状況 

⑴ 研修の概要 

平成２９年度に実施した研修は合計で５７コースあり延べ研修人員は１１３

人です。 
 

実施機関 研 修 名 参加人員 

東埼玉資源環境組合 
環境マネジメントシステム研修 
緊急事態の対応に関する教育・訓練 

１７人 
９人 

構成市町 

新採用職員研修 
フォローアップ研修 
上級研修 
監督職員（主査級）研修 
監督職員（主幹級）研修 
新任課長職研修 
法律の基本研修 
地方自治研修 
法制執務研修 
行政法研修 
政策形成（応用）研修 
管理職員人権・同和問題 
時事問題研修 
他 １１件 

１人 
２人 
３人 
２人 
３人 
１人 
２人 
１人 
１人 
１人 
２人 
３人 
４人 

 １６人 

各種研修機関 

情報化研修 

エネルギー管理講習 

企業安全運転研修（大型バス） 

地方公会計制度に係る研修 

契約事務研修 

安全運転管理者講習会 

防災センター要員・自衛消防業務講習会 

リスクアセスメント社内リーダー養成研修会 

ボイラー・タービン主任技術者会施設研修 

廃棄物処理施設技術管理者中央研究集会 

電気関係事業安全セミナー 

系統現象技術講習会 

公害防止主任者資格（大気関係）認定講習 

ボイラー実技講習 

廃棄物処理施設積算要領研修 

電気設備ＰＭ（生産保全）セミナー 

廃棄物処理施設技術管理セミナー 

二級ボイラー技士免許試験 

公害防止フォローアップセミナー 

電気主任技術者会施設研修 

自家用電気工作物設置者及び電気主任技術者セミナー

化学物質地域研修 

埼玉県災害廃棄物処理図上訓練 

廃棄物処理施設技術管理者講習（基礎･管理課程） 

水銀大気排出規制に係る水銀測定法等に関する説明会 

他 ６件 

６人 

１人 

１人 

１人 

１人 

２人 

２人 

１人 

１人 

２人 

１人 

１人 

１人 

１人 

２人 

１人 

２人 

１人 

２人 

１人 

１人 

１人 

２人 

１人 

２人 

７人 
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７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

⑴ 福利厚生制度の概要 

① 共済制度 

    職員の共済制度は、地方公務員法第４３条に基づいて定められた

地方公務員等共済組合法によって制度化されており、当組合は当該

制度を運用・実施する埼玉県市町村職員共済組合に加入しています。

共済組合では、主に次の３つの事業を実施しています。  
 

短期給付事業 職員とその家族の病気･ケガ・死亡･出産等に対する給付 

長期給付事業 職員の退職･障害･死亡に対する年金又は一時金の給付  

福祉事業 健康の保持増進事業や住宅資金等の貸し付けなど  
    

また、共済組合の事業を運営する費用は、職員の掛け金と事業主

である加入団体（市町村や一部事務組合等）の負担金によって賄わ

れています。組合の負担金の率は、法律で定められており、平成   

２９年度で６８，５４６千円の負担金を支出しました。 

 

② その他の制度 

地方公務員法第４２条に基づいて職員の福利厚生の増進を図る

目的として、健康診断などの福利厚生事業を行っています。平成  

２９年度は、健康診断等及び団体保険料として７１８千円、また、

レクリエーション活動助成、人間ドック等助成及びインフルエンザ

予防接種助成に関する福利厚生費として２２６千円を支出しまし

た。 
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⑵ 公務災害補償制度 

職員の災害補償制度は、地方公務員災害補償法に基づき、公務上、

又は通勤途上の災害により、負傷等をした場合に、地方公務員災害補

償基金から一定の補償が行われるものです。補償等として、療養補償、

障害補償、遺族補償などの補償制度及び補装具の支給、遺族特別援護

金、障害特別援護金などの福祉事業が、同法により定められています。

なお、平成２９年度中における公務災害等の発生はありませんでした。 

 

 ⑶ 安全衛生管理の状況 

安全衛生管理規定に基づき、１１名の委員で構成される安全衛生委

員会を毎月開催し、安全衛生管理計画に基づいた各種テーマについて

協議し、職員の健康管理、安全管理、公務災害防止等を推進していま

す。 

具体的には、職場巡視及び作業環境測定を実施して職場環境の改善

等に取り組みました。 

職場巡視は、業務に携わっていない職員からの観点で危険と思われ

る箇所を指摘することが可能であり、早期対策を講じることを目的と

しています。 

また、職員の健康管理に対しては、産業医による面談及びストレス

チェックを実施いたしました。 

   健康診断結果に対して産業医と面談することにより、健康管理の改

善や健康増進の取り組みを促すことを目的としています。  

   以上のような活動を通じて、職員の安全衛生水準の向上に取り組み

ました。 
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８ 公平委員会の業務の状況（勤務条件に関する措置の要求及び不利益処

分に関する不服申立ての状況) 

公平委員会とは、地方自治法第１８０条の５第１項及び地方公務員法

第７条の規定に基づき設置されている行政委員会で、３人の委員により

構成されており、地方公務員の労働基本権が制約されている代償として、

中立的な立場で職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するた

めに設けられています。 

公平委員会は、準司法的権限を持っており、職員が、給与、勤務時間

その他の勤務条件について適当な措置が執られるよう要求した際に、審

査し判定すること、任命権者によって懲戒その他自分の意に反する不利

益な処分を受けた職員の不服申立てに対する裁決又は決定すること等

の業務を担っています。 

なお、勤務条件に関する措置の要求、不利益処分に関する不服申立て

ともに、平成２９年度においては、ありませんでした。 

 


